
広告内容に関する一切の責任は広告主に帰属し、市が推奨するものではありません
広告の掲載希望は、株式会社ホープ（☎ 092･716･1401、℻ 092･716･1467）へ

コミュニティサイクル
「くるクル」再開

　6 月 1 日㈫から、JR 久留米駅・西鉄久留米駅の
駐輪場で、コミュニティサイクル「くるクル」を
再開します。

【1回 貸 】　■利用時間各駅観光案内所で 9 時から
受け付け、23 時 30 分までに駐輪場に返却　■料
金500円

【定期貸】■ JR 久留米駅・西鉄久留米駅の駐輪場　　
■ 料 金 1 カ月 3,000 円。学生は 1,800 円。申
込書は申込先、各駐輪場などに準備。市ホーム
ページに申し込みフォームあり
○申交通政策課（☎ 30･9092、℻ 30･9714）

児童手当現況届の提出を
　5 月 31 日に現況届の書類を発送してい

ます。中学生までの児童を養育している人は 6 月
30 日㈬までに提出してください。
問家庭子ども相談課

（☎ 30･9066、℻ 30･9718）

消費生活無料法律相談
■内容多重債務・悪質商法などの悩みに弁

護士が対応　■7月7日㈬、21日㈬。各13 時～ 15
時 30 分　■えーるピア久留米　■対象市内に住ん
でいる人　■料金無料　■申込方法申込先に連絡
○申消費生活センター

（☎ 30･7700、℻ 30･7715）

女性のための相談
【総合・性暴力相談】■内容 DV、夫婦問題、

性被害、職場での悩みなどに電話、面接で女性相
談員が対応　■月～水・金・土曜 10 時～ 18 時、
木曜 17 時～ 20 時、日曜 10 時～ 17 時

【無料弁護士相談】■内容夫婦問題などの悩みに
面接で女性弁護士が対応　■ 7 月 8 日㈭、21 日
㈬、各 14 時～ 15 時 30 分。7 月 15 日㈭ 17 時

30 分～ 19 時
　いずれも会場はえーるピア久留米。面接相談は
申込先に電話で連絡。託児・手話通訳の申込締切
は相談日の 5 日前。
○申男女平等推進センター

（☎ 30･7802、℻ 30･7811）

認知症介護電話相談
■内容日常生活、在宅介護の悩みなどに介護

経験者が対応　■6 月 8 日から 7 月 6 日までの火
曜。各10 時 ～16 時
問長寿支援課（☎ 30･9207、℻ 36･6845）

身体障害のある人のための無料相談
■内容身体障害者手帳の取得方法など　■ 6

月 9 日㈬、16 日㈬、7 月 7 日㈬。各 13 時～ 16
時　■市総合福祉会館　■申し込み不要
問障害者福祉課（☎ 30･9035、℻ 30･9752）

生活・法律・こころの相談会
■内容借金、解雇、眠れないなどの悩みに司

法書士、保健師が対応　■ 6 月 14 日㈪ 17 時 30
分～ 20 時 30 分　■みんくる　■対象市内に住ん

でいる人　■料金無料　■申し込み不要
問保健予防課（☎ 30･9728、℻ 30･9833）

外国人のための無料相談会
■内容国際結婚や帰化、国籍問題などの悩

みに行政書士が対応。多言語通訳サービスあり　
■6 月 19 日㈯ 13 時～ 16 時　■みんくる　■申込
締切 6 月 18 日㈮
○申広聴・相談課（☎ 30･9096、℻ 30･9711）

成年後見無料相談会
■内容財産管理や生活の悩みに社会福祉士

や行政書士などが対応　■ 6 月 19 日㈯、7 月 17
日㈯。各 13 時～ 15 時　■みんくる　■対象高齢
者や障害のある人、家族など　■申込方法申込先
に連絡
○申権利擁護支援センターふれあい会の辻さん

（☎ 080･1766･3040、℻ 35･2744）

無料育児相談
■6 月 24 日㈭ 10 時～ 11 時 30 分　■ゆう

ゆう　■対象乳幼児と保護者　■申し込み不要
問ゆうゆう（☎ 65･1200、℻ 65･1219）

情報ほっとライン

5月号の答え → 9

広報クイズ 正解者の中から抽選で5人に図書カードを差し上げます。

【申込締切】6月21日㈪（必着）
【申込方法】答え、住所、氏名、
年齢、電話番号、紙面への要
望や意見をはがき、メール、
電子申請で連絡。複数の応
募は不可。なお、当選者の
発表は発送をもって代えさ
せていただきます
○申広報戦略課

（〠 830･8520 住所記入不要、
□ kouhou@city.kurume.

fukuoka.jp）10 ～11ページに関連の記事があります

　中央公園のリニューアルは、
P
パ ー ク

ark-PFI 制度という新たな手法で
行われます。この制度は行政と何
が協力して行うものでしょうか。
○に漢字を入れてください。

○○○○○

指定管理者を募集

　公共施設を管理運営する民間事業者などを公募
します。施設のサービス向上と運営の効率化が目
的です。
■管理運営期間来年 4 月 1 日から令和 9 年 3 月
31 日までの5年間　■申込期間 6 月15日㈫ ～8
月 31 日㈫。申込書は 6 月 15 日㈫から各申込先、
市ホームページに準備
問行財政改革推進課

（☎30･9124、℻ 30･9706）

対象施設 申込先

市民温水プール 施設課
☎ 27･5371、℻ 27･5443

耳納北麓
観光拠点施設

観光･国際課
☎ 30･9137、℻ 30･9707

一番街
多目的ギャラリー

商工政策課
☎ 30･9134、℻ 30･9707

体育施設（18 施設） 体育スポーツ課
☎ 30･9226、℻ 38･2259
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